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別紙 

新 旧 対 照 表 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について（事務運

営指針） 

 

１ （略） 

 

２ 事務処理体制の概要 

照会に対する文書回答に係る事務処理体制の概要については、次のとおり

とする。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 局は、２(2)の照会のうち重要な先例となるような事案で、庁の判断が

必要と認められるものについては庁（審理室又は酒税課）へ上申するほか、

当該事案のうち庁において審査すべきと判断されるものについては庁へ

進達する。 

(注) 

１ 重要な先例となる事案とは、例えば、新たに創設された税制に関連し

た取引等に関する照会で、その取扱いが明らかにされていないもの等、

局における判断が困難と認められるものをいう。 

２ 庁において審査すべきものとは、例えば、その内容が全国的に波及し、

解釈や取扱いを統一する必要のあるものをいう。 

⑷ （略） 

 

３ （略） 

 

４ 局における審査事務等 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 取下書処理事務 

照会者から、前提となる事実関係の変更等により、当該照会文書を取り

下げたい旨の申出があった場合には、文書回答担当者は、取下書（任意様

式）の提出を求める。文書回答担当者は、取下書を受理した場合には、そ

の処理のてん末を記録し、当該取下書に係る照会文書とともに、文書回答

同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について（事務運

営指針） 

 

１ （同左） 

 

２ 事務処理体制の概要 

照会に対する文書回答に係る事務処理体制の概要については、次のとおり

とする。 

⑴～⑵ （同左） 

⑶ 局は、２(2)の照会のうち重要な先例となるような事案については庁（審

理室又は酒税課）へ上申するほか、当該事案のうち庁において審査すべき

と判断されるものについては庁へ進達する。 

(注) 

１ 重要な先例となる事案とは、例えば、新たに創設された税制に関連し

た取引等に関する照会で、その取扱いが明らかにされていないもの等、

局における判断が困難と認められるものをいう。 

２ 庁において審査すべきものとは、例えば、その内容が全国的に波及し、

解釈や取扱いを統一する必要のあるものをいう。 

⑷ （同左） 

 

 

３ （同左） 

 

４ 局における審査事務等 

⑴～⑵ （同左） 

⑶ 取下書処理事務 

照会者から、前提となる事実関係の変更等により、当該照会文書を取り

下げたい旨の申出があった場合には、文書回答担当者は、取下書（任意様

式）の提出を求める。文書回答担当者は、取下書を受理した場合には、そ

の処理のてん末を記録し、当該取下書に係る照会文書とともに、日付順又
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改 正 後 改 正 前 

関係書類として保存する。 

⑷ （略） 

 

５ （略） 

 

６ 関係部署への連絡等 

⑴ 回答内容の連絡等 

文書回答担当者は、当該照会文書に係る庁関係主務課等又は局関係主務

課等に対して回答文書の写しを回付するなど、その処理結果を連絡する。

また、全ての処理が終了した場合には、関係書類を文書回答関係書類とし

て保存する。 

⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は項目別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。 

⑷ （同左） 

 

５ （同左） 

 

６ 関係部署への連絡等 

⑴ 回答内容の連絡等 

文書回答担当者は、当該照会文書に係る庁関係主務課等又は局関係主務

課等に対して回答文書の写しを回付するなど、その処理結果を連絡する。

また、全ての処理が終了した場合には、一切の関係書類を日付順又は項目

別に編てつし、文書回答関係書類として保存する。 

⑵ （同左） 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 
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